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○岡本 ゆり子 ○奥住 幸江 

資 料 第２回会議審議内容回答とりまとめ 
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吉川会長あいさつ 

 

富士見市男女共同参画プラン（第３次）の見直しについて 

前回意見が挙がった№について、各課からの回答を報告し了承を得た。 

 

主要課題６、７、１、２の順に審議。施策の方向ごとに事務局より大きな変

更点を報告。挙げられた意見については以下のとおり。 

＜№82＞ 

委員：ＤＶは深刻な問題であり、個人情報の流出も大きな問題になっている。

全職員の意識を高めて欲しいため、職員研修を行えないか。庁内連絡会議で

は、特定の関係課しか情報を共有できないのではないか。 

事務局：ＤＶに限らず個人情報の取り扱いに関しては、各種研修や通知によ

って、注意喚起が行われているうえ、職員研修は数多くあり、予算が必要な

ものも多い。既に職員課と共催の男女共同参画職員研修もある。ただ、男女

共同参画職員研修では毎年テーマを変えているため、ＤＶのみを取り扱うこ

とが難しい面もあるのは事実。ＤＶに関する職員の意識向上確かに重要であ

るため、今後職員課へ相談していく。 

委員：№82に関しては、プランの中で重点施策として掲げられている、ここ

で職員の意識向上を明文化してはどうか。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局：検討する。 

 

＜№85＞ 

専門機関の職員：安心安全課より全文削除の希望が出ているが、３・１１の

際には女性の支援物資が大きく不足したり、女性への暴力が広がるなど、配

慮が必要な面が多かった。それを受け、様々な要望書や提言書等が国に出さ

れ、女性の防災関連会議への配置の必要性・重要性が大きく見なおされてい

る。ここでの削除は国の流れに合っていないように思える。また、№86とも

かい離している。 

委員：必要な物資等については、当事者の女性の方が分かっていることはや

はり多い。女性委員の比率が伸びることでカバーできることが多い。 

専門機関の職員：理由として充て職が挙がっているが、充て職の在り方を工

夫したり、拡大解釈したりすることも必要である。 

事務局：意見をふまえ、安心安全課に再度相談する。 

 

＜№3＞ 

委員：富士見市男女共同参画推進条例については、このプランの作成の上で

も重要な基盤となる条例のため、残して欲しい。 

事務局：文言について、見直し次回会議で回答する。 

 

＜№4＞ 

委員：文言の中に、「市民に関心を持たれるようにビジュアル及び表現等に十

分配慮します。」に変更してほしい。 

事務局：担当課と相談し、検討する。  

 

＜№10＞ 

委員： PTAの人権学習に男女共同参画を義務化出来ないか。 

委員：３年に１度、PTAを対象とした講演会が有り、その中で広く人権に関

るテーマを扱っている。 

事務局：公民館等もそうだが、障がい者や高齢者、子どもなど、人権の範囲

は広く、様々な人権をテーマとして扱うため、男女共同参画に特化したもの

を毎年というのは難しい面もある。 

委員：そもそもふれあい講演会、はつらつ社会体験事業については子供が対

象。子供たちに男女共同参画に対する理解度を上げてもらうためには、「性別

に関係なく」というような文言を追加してはどうか。 

事務局：担当課と調整する。 

 

＜№13,14＞ 

委員：市政に携わる女性とはどのような女性か。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回日程 

 

閉   会 

 

事務局：審議会委員やボランティア、町会、民生児童委員などあらゆる団体

を指す。 

委員：人材バンクなどを、審議会等に積極的に参加する人材登録の場とでき

ないか。また、男女共同参画に関する人材の登録窓口とできないか。 

委員：人材バンクには多様な項目があるが、需要が無いものもある。 

事務局：現在の人材バンクについては、市民がその得意分野を活かし、その

人材の活用や市内の各事業の活性化などを目的としており、確立協議会が求

める姿とは異なっている。 

委員：埼玉県のアドバイザー研修などは県の生涯学習課が担当している。出

来ることから検討しては。 

事務局：今後担当課と協議する必要がある。 

 

№14,15,16 については協議に時間を要するため、次回会議時に確認すること

を確認。 

 

主要課題３の国際化と男女共同参画に関する各種項目については多きな修正

が無く、特段委員からの意見も挙がっていないため、修正なしの確認をのみ

で終了。 

 

次回は主要課題２の残り部分及び、数値目標を確認後、見直し（案）を確認

する予定であることを確認。 

 

各委員に２月の予定を確認し、17日、20日のいずれかに次回会議を開催予定。 

 

副会長より挨拶 

 

 


